
● ● ○

○ ○ ○ ●

● ● ○

● ● ○

海域 ○ ○ ○ ●

陸域 ○ ○ ●

海域 ● ○ ○

陸域 ● ○

海域 ○ ○ ● ●

陸域 ○ ○ ○ ●

※１：「関係民間団体」とは、協定書に基づき災害時に施設の応急復旧活動等を行う
　　　民間協力者を指す。（協定締結先）

※２：応急復旧活動（陸域）を行う港湾施設には、緊急交通路にかかる臨港道路を含む。

※３：代替港（堺泉北港）を利用する場合の情報収集等を含む。

注：図中の●は、関係者の中でも、主たる担当であることを示す。

○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○避難・体制設置・情報収集 共通 ○ ○ ○
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表4-1　海溝型地震時における緊急物資輸送への対応計画

近畿
地方
整備局

緊急物資輸送船の着岸と
荷役作業等の実施

応急復旧活動 ※２

耐震強化岸壁における緊
急物資輸送船の受け入れ
準備

施設の被災状況の点検等

大阪港
ﾀｸﾞ
ｾﾝﾀｰ

水先人
会

大阪港
埠頭㈱

※１

関係
民間
団体

関　係　機　関

海域

陸域

阪神
国際
港湾㈱

・国際コンテナ関連水域と同時期に

実施。使用可の場合、関係民間団

体へ引き続き、啓開・測量等を要請

応急復旧

緊 急 物 資 輸 送 対 応

４８ｈ ７２ｈ

津波注意報

解除

▼初動

２４ｈ

緊急物資輸送

避難・

体制設置

港湾施設（岸壁・ヤード等）の

被災状況の点検（使用可否）

港湾施設の応急復旧の実施

航路・泊地の啓開・測量の実施

航路・泊地の被災状況の点検

（使用可否）

発 災

着岸

緊急物資の荷役等

緊急物資輸送船の運航支援

緊急物資輸送船の着岸準備

緊急物資の荷役実施の準備

航路・泊地の点検等への協力要請

港湾施設の点検等への協力要請

３６ｈ

要請

要請

情報集約
※３

荷役完了後、備蓄拠点へ輸送（⇒市よりトラック協会へ要請）国外からの物資

調整

立会 実施立会

調整

実施 支援実施

許可・安全確認

報告

立会 実施

許可・安全確認

立会 実施

・使用可の場合、関係民間団体へ

引き続き、施設の応急復旧を要請

被害情報収集（港湾施設、緊急交通路、その他被災情報）

報告

報告（再開時）

報告（再開時）

再開確認

再開確認

報告
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